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優和の“相続”かわら版 

 

再婚したご夫婦の相続 

―子どものためと思った財産が遠くへー 

 

最近では離婚も珍しくありませんので、相続のご相談に再婚されたご夫婦やその相続人

の方々も来られます。 

ご夫婦は子供さんに恵まれず、ご主人が亡くなられた直後に奥様が亡くなられました。

先妻との間には子供二人がいましたが、後妻は先妻の子供たちとは養子縁組していません

でした。 

ご主人の相続時に奥様がご主人の財産の２分の１を相続されましたが、直後に奥様が亡

くなられたためご主人から相続した財産と奥様の財産の合計を後妻の相続人が相続するこ

とになりました。 

奥様のご両親は既に亡くなっておられるので、奥様の兄弟姉妹と先に亡くなられた兄弟

姉妹の代襲相続人である甥、姪が相続人になります。このケースでは、後妻の相続人は生

存している後妻の姉妹２名と甥､姪６名の計８名でした。 

そのためご主人の財産の多くがご主人とはあまり関係の無い奥様の甥、姪たちに相続さ

れることになります。 

また、奥様の生命保険金の死亡時受取人は先に亡くなったご主人のままになっていまし

た。 

保険金の受取人は次の様になりました。 

① A 社保険金 夫の息子２名 

② B 社保険金 夫の息子２名が２分の１と後妻の相続人の姉妹、甥、姪全員で残り２

分の１  

③ C 社保険金 生存している後妻の姉妹  

④ C 社の特約還付金と生存給付金 後妻の相続人である兄弟姉妹と甥、姪 

受取人が亡くなった後変更せずにそのままになっていることがよくありますが、保険会

社の約款により受取人が全て異なってくることになりました。 

 

亡くなった後の遺族の生活等を考えて加入する保険金が、本人の思いとは全く違う受取

人により受け取られることになりかねません。 

約款をよく確認して受取人の変更等が必要です。 

 

 


